
スマートフォン一式調達　評価基準表（技術点） 令和7年12月2日

技術点：1600点（基礎点800点+加点800点）

加点配点

●A.基本要件(3)

1
A.4.1.2 モバイルデバイス管理(MDM)や管理サーバ等へのアクセスログ、操作履歴の管

理ができ、必要に応じて閲覧やデータ出力ができること。
100

2 A.4.1.3 前項のアクセスログは、CSV出力等により、1年以上保存できること。 100

3
A.4.1.4 利用者の権限に応じたデータの参照範囲、入力範囲、更新範囲(追加・修正・

削除)の制限を設定できること。
100

●B.役務・保守他(0)
●C.NCVC用仮想化基盤システム(4)

4

C.3.2.5 当センターの内線番号の先頭桁は、以下のとおりである。必須要件として以下
に対応できること。制限があり、番号計画の変更が生じる場合は、その対応費
用を含むと共に作業負担を担うこと。番号計画の変更が不要な場合は加点とし
て評価する。
　◦ 0 : 外線発信　　　　　　◦ 2：アナログ電話　　　◦ 3：固定IP電話
　◦ 4：PHS　　　　　　　　　◦ 5：SIPクライアント 　◦ 6：FMC
　◦ 8：短縮(FMCは不在転送)　◦ 9：中継台呼び出し　　◦ 70：FMC外線発信
　◦ *：FMCでの保留　　　　　◦ #：FMCでの保留番号での確定

100

5
C.5.2.8 IEEE802.11a/b/g/n/acに対応していること。IEEE802.11axに対応している場合

は加点として評価する。
100

6
C.8.4.16 　◦ 外線電話着信制限機能（080などの携帯電話番号への着信を端末毎に制限

できること）
100

C.8.5 以下のデバイス情報を取得できること。（MDM)
C.8.5.5 　◦ MACアドレス(Wi-Fi) 100

●ワークライフバランス(1)　注）下記3要件の内、最高の点数を一つだけ加点とする

●技術点として、加点項目は5段階で評価しています。

加　点　要　件

機能要件No.
加点項目

項番

得点率=0.0　機能要件を、全く満たせていない

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業）を得ている。プラチナえるぼし(100
点)、3段階目(80点)、2段階目(60点)、1段階目(40点)、行動計画(20点)

次世代法に基づく認定（くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業）を得ている。プ
ラチナくるみん(100点)、くるみん[R7年4月以降の基準](80点)、くるみん[R4年4月～R7年3
月の基準](70点)、トライくるみん[令和7年4月以降の基準](70点)、くるみん[H29年4月～
R4年3月の基準](60点)、トライくるみん[R4年4月～R7年3月の基準](50点)、くるみん[H29
年3月までの基準](40点)、行動計画(20点)

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）を得ている（80点）

8

得点率=1.0　機能要件を、完全に満たしている

得点率=0.8　機能要件を、完全ではないが概ね満たしている

800

100

加点
項目数
(8)

得点率=0.5　機能要件を、半数程度(求める要件量もしくは機能説明内容)満たしている

得点率=0.2　機能要件を、一部(求める要件量もしくは機能説明内容)満たしている

7


